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品 名 
Ⅰ Ⅱ 

 

41.01 

 

 

 

 

 

 

4101.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

 

 

113

牛（水牛を含む。）又は馬類の動物の原皮（生鮮の

もの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の

保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチ

メント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないも

のに限るものとし、脱毛してあるかないか又はス

プリットしてあるかないかを問わない。） 

（省 略） 

－その他のもの（バット、ベンズ及びベリーを含

む。） 

－－クロムなめしのもの（なめし過程（前なめし

を含む。）中のもののうちなめしを終えてない

もの）及びなめし過程にないもの 

－－－なめし過程にないもの 

（削 除） 

（削 除） 

－－－－その他のもの 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ

 

 

ＫＧ

41.01 

4101.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 

112 

113 

牛（水牛を含む。）又は馬類の動物の原皮（生鮮の

もの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の

保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチ

メント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないも

のに限るものとし、脱毛してあるかないか又はス

プリットしてあるかないかを問わない。） 

（省 略） 

－その他のもの（バット、ベンズ及びベリーを含

む。） 

－－クロムなめしのもの（なめし過程（前なめしを

含む。）中のもののうちなめしを終えてないも

の）及びなめし過程にないもの 

－－－なめし過程にないもの 

－－－－馬類の動物のもの 

－－－－その他のもの 

－－－その他のもの 

 

（省 略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＧ 

ＫＧ 

ＫＧ 

施行は

平成 17

年４月

１日 

 


